
- -1

（
内
閣
委
員
会
）

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
二
〇
号

（
先
議
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
国
際
的
な
規
模
で
開
催
さ
れ
る
運
動
競
技
会
の
空
気
銃
射
撃
競
技
に
参
加
す
る
選
手
等
の
競
技
技
術
の
向
上

に
資
す
る
等
の
た
め
、
年
少
射
撃
資
格
者
の
年
齢
の
要
件
を
緩
和
す
る
ほ
か
、
空
気
銃
に
係
る
練
習
射
撃
場
に
お
い
て
射
撃
練

習
を
行
う
場
合
の
手
続
等
を
定
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
練
習
射
撃
場
の
制
度
の
拡
充

１

空
気
銃
に
係
る
練
習
射
撃
場
の
制
度
の
新
設

、

、

、

空
気
銃
に
係
る
練
習
射
撃
場
の
制
度
を
新
設
し

当
該
練
習
射
撃
場
に
お
い
て

空
気
銃
の
所
持
の
許
可
を
受
け
た
者

年
少
射
撃
資
格
者
等
が
射
撃
練
習
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

２

年
少
射
撃
資
格
者
が
練
習
射
撃
場
に
お
い
て
射
撃
練
習
を
行
う
場
合
の
措
置

練
習
射
撃
場
を
管
理
す
る
者
は
、
年
少
射
撃
資
格
者
が
当
該
練
習
射
撃
場
に
お
い
て
空
気
銃
の
射
撃
練
習
を
行
お
う
と

す
る
と
き
は
、
そ
の
指
導
を
行
う
者
を
、
練
習
射
撃
指
導
員
の
う
ち
か
ら
指
名
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
、
年
少
射
撃
資
格
者
の
年
齢
の
要
件
の
緩
和
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１

年
少
射
撃
資
格
者
の
下
限
年
齢
の
引
下
げ

年
少
射
撃
資
格
者
の
下
限
年
齢
を
十
四
歳
か
ら
十
歳
に
引
き
下
げ
る
。

２

年
少
射
撃
資
格
の
認
定
の
失
効
年
齢
の
引
上
げ

年
少
射
撃
資
格
の
認
定
の
失
効
年
齢
を
十
八
歳
か
ら
十
九
歳
に
引
き
上
げ
る
。

三
、
そ
の
他
の
規
定
の
整
備

災
害
に
よ
り
猟
銃
を
亡
失
し
た
者
等
に
つ
い
て
、
猟
銃
の
許
可
の
基
準
の
特
例
を
定
め
る
。

四
、
施
行
期
日
等

１

施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た

だ
し
、
三
及
び
２
に
つ
い
て
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

経
過
措
置

東
日
本
大
震
災
等
の
災
害
に
よ
り
三
の
施
行
の
日
前
に
猟
銃
を
亡
失
し
た
者
等
に
つ
い
て
、
ラ
イ
フ
ル
銃
の
許
可
の
基

準
の
特
例
を
定
め
る
。


